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長浜市公共施設有効活用方針

長浜市では、合併以降「長浜市公共施設有効活用方針」「長浜市公共施設有効活用計画」等

に基づき、公共施設の有効活用を進めてきた。

本方針においては、「有効活用 Iを 「より少ない費用 で 効果券高める I ヒ とと定義 し、

「施設の維持か ら機台ヒの 締 持へ
I の 褥 点のもと、公共施設の総体としてサービスの質の

向上を図りつつも、個々の施設は管理運営形態の見直 しや機能の集約などにより総量を

抑制 して経費節減を行つていくという、

方針として取組を進めることとする。

「選択 と集中による量 ら暫への転換 Iを基本

有効活用の取組方針

①機能の集約化の積極的な推進
②施設の適正配置
③地域による主体的な施設運営
④既存の用途・目的にとらわれない
施設の多目的利用

⑤効率的・効果的な施設運営
⑥施設使用料の適正化
⑦資産としての積極的な活用
③将来を見据えた計画的な維持補修

有効活用の類型化のイメージ
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長浜市公共施設有効活用計画

公共施設有効活用方針に基づき、公共施設の有効活用を着実に進めていくため、平成

23年度から平成26年度までを計画期間とした公共施設有効活用計画を策定した。

有効活用計画では、施設グループごとに、「対象施設」「有効活用に係る基本的な考

え方」「有効活用の方向性」を定めている。

有効活用計画に記載 している施設グループ (施設数 )

庁舎 (9) 農林関係施設 (4) 物販施設 (9)

小中学校 (41) スポーツ施設 (50) 駅関連施設 (11)

保育園・幼稚園・

認定こども園 (31)

医療施設 (16)
※介護老人保健施設を含む。

駐車場・駐輪場 (23)

公営住宅 (31)

給食センター (7) 高齢者福祉施設 (12) 都市基盤施設 (141)

図書館 (6) 子育て支援施設 (9) 療育施設 (3)

文化ホール (8) 保健センター (10) 墓地 (5)

公民館施設 (18) 歴史資料館 (12) 地域総合センター (5)

公民館類似施設 (9) 観光施設 ロレクリエーション施設 (7) その他の施設 (2)

勤労者福祉施設 (6) 宿泊施設 (5) (合計)27ゲ ルーフ
°・490施設



公共施設の有効活用の取組成果 (平成23年度～平成25年度 )

平成23年度から平成25年度までに行つた公共施設の有効活用の主な取組実績により得ら

れた成果は、次のとおり。

項 目 成果 内容

①支所庁舎の移
転・利活用

・移転による支所用途の延

床面積 :▲2,274ポ
日支所の空きスペースのう

ち、52.5%が利活用済

日3施設のうち2施設移転済 (びわ支所 口余呉支所)

と湖北支所庁舎の一部を社会福祉協議会へ貸付
日高月支所庁舎へ子育て支援センター及びこども療育セ

ンターを集約
・西浅井支所庁舎の一部を公民館に転用 など

②施設使用料等
の見直 し

・施設使用料等の見直 しに

よる効果額 :+7,200万円

日公民館など32施設で施設使用料等の見直し(+630万円)

日学校体育施設使用時の負担料の見直し(+84万円)

口農業集落排水処理施設の使用料体系の統一 l+4,000万 円)

日浅井簡易水道事業の料金改定 (+2,500万 円)な ど

③公共施設の統
廃合等

・施設の統廃合に伴う削減

面積 :▲ 5,008席
・有効活用計画の施設数

(▲ 39施設 )

(計画)490施設
→ (H26当 初)451施設

・東保育園の廃止
日浅井勤労者宿泊研修所の解体撤去
・びわ農畜水産物直売センターの譲渡
・浅井、湖北の簡易水道事業の長浜水道企業団への移管
日長浜・びわ・虎姫の学校給食センターの統合 など

④協働・連携に
よる施設管理

・指定管理者制度導入施設
の延床面積 :+6,393席

目指定管理導入施設の拡大 (西黒田公民館、高月公民館、

西浅井公民館他 5施設、木之本運動広場など)

(H23当初)78施設 → (H26当初)87施設
・協働利用施設サポーター制度の導入 (森の楽舎、高時川

運動広場グラウンドゴルフ場) など
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スの質の向上を回りつつも、
て、取―

め

刊 造臓使用H等の見Eし

住民の一体性の確保や負担の公平性の観点から、利用 目的や利用形態が

須似する施設間における使用料の均衡を図るため、合併時に使用料の統一

ができていない公共施設やその関連施設について、施設使用料を見直した。

①類里施設は同一の料金水

準により設定

②l時間単位・100円単位の

奉,金設定

③減免熱 見直しを実施

3癬 で使用料を見直した。
(有料化 :1蹴 、料金改定=1-

【参考】施設に要する経費の範囲と負担区分

養蚕の館・菖齢者報
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2 と百ホ直詢E夷歯虚の民営化

安定した地域の人材確保や経営基盤強化に

向けた事業展開を行うことI司にり、施設の効果

的な活用や地域の活側 ヒ、地産地消の推進を

図るため、びわ農畜水産物直売詑ンター (通

称 I産直びわ)について、指定管理者である農

事組合法人に平成24年度から施設練 渡し

濫
′

所在地:長浜市市浜町

建築年:平成11年

構造:鉄骨造平屋建

敷地面積 :3■92面

建築面積:G96浦

延床回積:696∬ 産直びわ

3 出日・ 温協によると虚の雷理運営

西黒田公民館と高月公民館について、平成24年度か斬 たに指定管理者制度を

導入することとし、地域づくり協議会を指定管理者に指れ た。

より効率的口効果的な機静ヒ維持と利用者満足度の高まる施設の管コP源営を図るた

め、平成ク4年度から高時川運動広場″ ウンドゴルフ場の公の施設としての機能を

廃止し、主たる和J用団体に管理運営を任せることとした。

国際交流や多文化共生事業の活動拠点として、平成24年度から、国際文化交流
ハウス(GEO)を長浜市民国際交流協会に貸付けた。今後は、宿泊機能の充実や他

国際団体との交流など、施設の多目的利用の促進を図乱



4 支所庁舎等のあり方の機財

業務の効率化や市民サービスの質的な維持何向上を図る観点から、老朽化して

いる庁舎の対応策や空きスペースの有効活用について検討を行い、今後の各支

所庁舎等の肋 方について整理D亀

∩ 差朽化lJビいる畜所芹令・耐穏梓色が任い亡所芹会

支所の機能は、近隣の公共施設に移転・統合する登 I司にり、施設の効率的・

効果的な管理運営や行ヴ〔機能と人的資源の集約による市民サービスの質的向

上を図ることとする。
移転後の支所庁舎は、安全面や防犯上の観点より、道切な時期に処分するこ

とを基本とす為
《対象施診

※ びわ支所の移転につ

いては、平成23年度に

取祖を行つた。「5びわ

支所の掬 を今躍

びわ支所 虎姫支所 余呉支所

の ①以外の支所庁舎

他の公共施設や公共機関の移転先・統合先として位置付け、本来業務の支障
のない範囲て̀施設の複合化縫 めることとする。

行政と民間との利用空間が物理的に分離て港るような措置を話陽 ことが可能

な場合その他建物の管理上支障がない場合は、行政と民間との一の建物l破る

共同利用もできるものとする。

浅井支所 湖t支所 高月支所   木之本支所   西浅井支所

支所庁舎等再編整曽基金の設置

支所庁舎その他公用又は公共用に供する施設の

再編、整備その他の有効活用を推進するため、支所
庁舎等再編整備基捌 置し
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安全安心な行政サービスの提

供と施設の複合化と司こる利便性
の向上を図るため、老朽化した

びわ支所をびわ文化学習セン

ター内に移転(平成24年度)し

濫

合わせて隣接するびわ公民館
のリニューアルを行い、地域の振

興機能の拡充を図つた。

平産23年度予耳預
支所移転設計案務

文呻 歩 改修受

公民m修 経費

嗣0万円

3p00万円

9餌圧万円

6 と置の雷理∬ の珀率化

効率的な運営希 いつつ、市内全域とυミランスよく

図書館サービスを腱供て`きるよう、開館時間や開館日

数、職員配置などを見直した。

主と見直しの肉喜

―
間 △710時間

触 日数 △28日

職員配置 △2人

利用者の利便性の向上と経費節減の観点から、虎姫駅に自動券売機を導入し、

高月駅に隠ぬ チャージ機者設置することで、券売時間の拡大と人件費の削減を

図っ濫

利用層の拡大くつ施設管理の一元化を図るため、次の5施設をノム`民館施設に用途

変更した。

↓

↓

↓

↓

↓

変更後の施設変更前の施設

上革野公民館

田根′ム`民館

下車野′ム`民館

びオ/ム`購

六#ム`民館



もと、公共施誤の総
!舵してサービスの

つ`、て■ヽく
向上を図りつつも、

ることとする。

て、取組を進め々 の

1 磯置目的を違鷹したL酸のE止

O長浜市立東保育匡lの 廃止

東保育図の近隣に民問保育所が開口したた

め、保育口の適正配置の観点か五 平成24年度

末をもって廃止した.

ヤ

キ
O保健センター分室の用途廃止

施設管理の一元 fヒを図るため.次の保健セン

ター分室の用途産廃上した。

保健センター分室

東保調 と民間保調 の配置

用途廃止後の 施設利用

保健センター宮司分室

保健センター木之本分室

→  長浜米原林 日急亀診療所
→  北部振興局の庁舎0-部

O浅井動労著宿泊研修所の解体億L去

勤労者の福祉の向上と地域社会の発展・産業の振興を図るために設置された浅

井勤労者宿1日研修所(昭茅阿54年建築)について,一定の設置目的が達成されたた

め常平成24年6月末をもって廃止し、解体撤去した。

所在地 :長涯市野瀬苛

建築年 :日研日54年

構造 :鉄骨造2『皆建

数地面積 :551冊F

懲 彊面積:2笏 FF

延床面積 :29'0「F 解体前 解体後

所在地 :長浜市南小足町

建藉科 □研防 9年

構造 :軽量鉄骨造平屋建

敷地面積耽 149rF

廷床面積 :541 rF

眼 :190人

2 西温井支所 B'A民館等の有節活用

0西浅井支イ肺 ―ルの公民館化

施設の利用促進と管理運営費の縮滅を図るため、平成25年度から西浅井文化

ホールを西漢井公民館の多 目的ホールに申二用した。

住民相互の交流の促進を図るため馬公民館との合築施設という不l∫ Jミを活かして、

地域住民が気軽に集い、活用できる場を提償するとともに、市で管理している美術

品等を保存・管理・活用するため、西浅井支所庁合2'旨の旧事務室等の生きスゞ―

スを改饒 (平成25年5月完成予定)馬 西浅井地区地域づくり協議会に管理運営を

黍れてヽヽくこととした。

O西浅井公民館等の指定管理者制度の導入

西浅井公民館、1西浅井いきいきホール及び西浅井

運動広場(運動場・体育館・テニスコート・グラウンドゴ

ルブ場)について、平成25年度から新たに指定管理

者判度を導入することとし、地域づくり協議会を指定

管理者に指定した。
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西浅井支所・公民館

立所庁昔の目燎場所



3 」北支断庁書の一部貫付

貨付先 :社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会

賃付場所 :〕Mヒ支所庁舎三階 16242「 F

用途 :社会福祉協議会の事務所として使用

萱付期間 :平成25年4月 1日～平成35年3月 31日

日
B

日
日
|

|

|

|

買付の概要

貫付の暑所

鮮
げ

◆
　
．

湖北支所

仰
．

西

ｆ

:liJl l'い  ,3212r

支所庁合の筆 ヌ
ペースの有効活用を

図るため帝地方自治格
の規立に基づき、湖北

支所庁合の一部を、平

成25年4戸から長済市

社会福祉協議会に貸

付けることとした .

ヨ
ＩＦ判
―
＝
＝
＝ト

5 水道事準の統合 D移管

長浜市地域水道ビジョンに基づく水道事業の再編に伴い、平成25年度から浅

井及び潮北の簡易水道事業を長浜水道企業団へ移管した。
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「
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！
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【 忠
F‐ 寸

H25浅井白れ水・湖北尚水

企業団統合(上水道へ)

浅井簡易水道、浅井北簡易水道、浅

井中部簡和 I(道、浅井百部簡吊求

道、浅井東部簡易水道

湖北中部簡易水道、湖北西部簡易水

道、山脇河毛商易水這 」ヽ今賀簡易

水道、湖北東部北簡易水道、郡上商

易水道事業

引き続き広域化による水運用や

経営◆管理の一体化、施設の統

虞合を進いることにより、運営コス

トの削減や給水サービスの向上等

を目手旨していく.

4 B日利用聴設サポーター田度の導入

地域の住民が身近にオげ用する施設〔グラウンドゴルフ場、運動場など)について、

施設利用者 (サポーター)と市が合意書を取り交力し、市民協働による管理運営を行

う「協働千1∫用施設サポーター制度Jを新たに構築した。

高時川運動広場 (グラウンドゴルフレ 施設)及び水源の森学習拠点施設「森の楽

合」の3施設について、平成25年度からこの希げ度を導入し、公共施設の利用u〉推進

と適切な管理運営を回っていく。

■皮を導入した埼設

高時川運動広場 (グラウンドゴルフ場2施言動森の楽告

6 使用科等のコ正化

合併前の使用料体系のままであった農業集落 ,,デk処理施設の使用料を、

公共下水道と同様①汚水量による髄量希l∫使用料体系に1流―した。(平成26

年度施行)

O浅井簡易水道事業の料金改定

浅井簡易Jk道統合事業が完了し、平成25年度より簡易水道事業から上水

道事業へ移行することに伴ヽヽ、水道事業の経営0安定化を図るため、料金の

改定を行った。

受益者負担の原則の観,ミに基づき、平成25年度から、小学校や 中学校の

学校体育 F也設を学校教育活動に支障のなぃ算恒同で地域住民に開放する場

合についても電気代等実費相当分の負担料を徴取することとした。



公 有朗活用の取田実観 (平鷹25年度 )

公共施設の総体としてサービスの質の向上を図りつつも、
、取祖店進め

1 支所庁書の刊活用

地域住民に身近な行政サービ蒻 しつ

つ.隣接す弾 ンターと関連す符 育て

支援
‐センター・くう療育センターなどの公失施

設け公共機関獅 し、子育て。1講‖こ関する

北都地域の拠点施設として高月支所庁舎を再

謝 し亀

《声月支所に集約する公共L讃等>

①甲育て支援セ
"―

「あいあいう観駒
∝ 嚇 セカ ー「いちご目」

③Eとばの教室
④t部班 包括支援センター等

<集れ後><集詢言 >

旧陰場 ■晴会議室等

会議室等 書庫 策

旧執務室 電毎室等 磨

高月支所 1磨

会議室 4階

書庫 3臨会離室等

嬌

1階高月支所
北

“

地域包括
支援センタ→

西浅井‐支所の遊林スペースの有効活用や西浅/ム`民館鋏 ペース拡大口機能向

上、西浅井地区地域づくリ
ー

Aを中心と眈 管理運営への一元化を目的と虫 西浅

井支所瑯 分 (平成2昨7月 改傷 を西浅/ム`民館陣転用しナ_

―
る生`夫慨 等の位置離

長 浜 市
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2 余民蛎 の事転

安全安心な行政サービスの提供及
―

の複合化I改る和J便性の向上

を図るため、老朽化した余呉支麟 ま′Fみセンター内に移転 (平成25年
■2月 )し濫

「
ノ
ノ

中

L

3        工歯置の譲と・ 転□

遊体施設の有効活用と地域福社の向上を図
るため、農畜産物処理加工施設チサンハウス

を社五▲稿
~社

法人とこ譲渡 (平成2眸3月議会で

議決、譲渡は同年9月 )する。

今後は、しょうがし寸 のグ′レープ洋 ムとして

利用していただt

所在地:長浜市菖月町渡岸寺

建築年=平成15年     廷床面積=224市
構造=婦造平日と    (土 地は貧付)

ぎ
監‐ご

与
一

一

チサンハウス



4 公共埼蔵の構B合

O学校給食センターの統合

安全・安心な学校緒食の提供や地産地消の推

進、食育の促推等を団ろため、長済学校給食セン

ター寺びわ学校緒食センター及び院姫学校給食
センターを統合し.新たな長済学校船食センター

を移転新集した。

所在地:長浜市南田附町   調曜能力:男m食
特造:鉄骨造 堰     延床面積騨 汗

助 式 :評閲乗務・西醍蝸覇磁瑞 義託

附 象:呻 9崚、中学撤 ―
日□

O小学校の 統合

上草野小学校と下草野小学校を統合し、

新たに浅井小学校を設置した。

(新)長浜学校補食センター

校名 :浅翔 弓駁

位置:長近市当日町
fF草野J王孝1貨,刃椰辞肇芝嘴舌剛

0幼稚図の統合

少予化により同児教が械少傾向にある翔

北地域において、適正規模の集回保育を

確保し、就学前教育の充箋 団るため,速
水幼稚口と朝日幼稚口を統合し,新たに掏

北幼稚口を設置した。

回名り朋醐

所在地 :長淡市湖叱町透水

構造 :未造平屋建

廷床面積封漏47「F

図児稜 :約 10'o人 湖北幼稚□

施設管理の一元fヒを目るため.次の保健センター分室びノ用途を廃止した,

保健センター分室       用避廃止後の施設利用

保健センターびわ分室

保健センター虎姫分室

保健センター余呉分室

→  びわ福悔 テーシ‐ の一部
→  虎姫生きが、ヽセンターの一部
→  余呉支所の庁舎の一部

喜二
・
、1-―

5 公共L蔵のE祖・市有地Hじ亭革の実L

太隠光発電設備設置に♪》る使用料こ20年 F日1で的1ロコ万円の見込〕、

設置年度 施設名 出力(kW)

卜124 長浜南小学校体育館 460
卜125 西黒田公民館 432
卜l応 湯田小学校体育館 499
H25 虎姫小学校体百超 399
卜15 古保利小学校体百罷 490

設置年度 土地の名郁 面積(rF〕 出力(kW)

卜l応 湖北町雑種地 900 472

市域への再生可能
エネルギーの導入と災

害時等における公共

施設の防災機能の強

化を目的として、西黒

田公民館等の屋根を

管し出した。

西黒田公民館
平成25年度E狙貫じ事二

><

平成25年度は、4施設・ <市有地>
1箇所におヽヽて、229.2L
Wの太陽光発電設備が設

置された。

安全で持続可能豫エネ
ルギー社会の構築をめざ

すため、再生可能エネル

ギーの和J活用の一環とし

て、事業者に本市所有の

公共施設の屋根・土地を
管し出した。

6 指足管理者割度の導入L酸の拡大

長浜市多文化共生◆目際文化交流ハウス(GEO)については平成25年 1月か

五 慶雲館及び木之本運動広場(運動場・体育館)については平成26年4月か

五 新たに指定管理者判駐 導入することとした。

木之本運動広場体育館GE0 慶雲館


